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地域医療連携推進法人認定までの事務手続の流れ
【制度の趣旨 】医療機関相互の機能の分担及び業務の連携を推進するため、平成29年度より「地域医療連携推進法人」

の制度を創設。地域の医療機関、介護施設等が連携して参画し「医療連携推進業務」等を展開。
〈メリット〉参加法人間での病床融通、人材融通、ノウハウ・資金の融通などが可能に
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〇事務手続の流れ

※ 参加法人は原則非営利法人（例）病院・診療所の医療法人、介護事業等のその他非営利法人

② 県所管課との事前相談
・連携法人の方針
・想定する事業
・連携法人の規模感 等
を情報共有及び相談。
並行してスケジュール等
を調整の上、各種会議に
おいて適宜事前説明。

③
医
療
連
携
推
進
方
針
の
作
成

医療法第30条の14に基づき、県の二次保健医療圏ごとに設置され
ている“協議の場”
【協議事項】
認定申請に係る「医療連携推進方針」について意見聴取
地域医療構想との整合性

【神奈川県の二次保健医療圏】
（横浜、川崎北部、川崎南部、相模原、横須賀・三浦、湘南
東部、湘南西部、県央、県西）

⑧ 医療審議会
への

意見聴取
≪諮問・答申≫

↓
≪認定・公示≫

⑥ (各地域)地域医療構想調整会議

(法人実施) (法人実施) (法人実施) (法人実施)

(県実施)

(県実施)

⑦ 保健医療計画
推進会議

(県実施)

【参考】各種会議の開催状況(例年)
地域医療構想調整会議 8,10,1 月頃の年3回
保健医療計画推進会議 7,9,２ 月頃の年3回
医療審議会 10,3 月頃の年2回

2019年7月 神奈川県医療課


